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 の内  
（１）ごみ減量化対策における経済的手法の検討 

ごみの排出抑制と処理経費の負担の公平化のため、家庭系ごみの有料化など

経済的手法の活用について検討を行います。 

 
（２）家庭系ごみの有料化導入にあたっての諸手続の実施 

家庭系ごみ有料化等経済的手法の活用に対する住民や事業者の意識を把握す

るとともに、有料化等に係る料金設定や制度の導入にあたって講じるべき各種施策

等に関する意見、提案等を収集するため、住民等を対象としたアンケートを実施しま

す。その際、住民等の有料化制度に対する理解を促進するとともに、ごみ減量化へ

の意識を高めるため、啓発に資する情報を盛り込むなど工夫します。 
また、住民や有識者からなる「家庭系ごみ有料化制度検討委員会（仮称）」を設置

し、家庭系ごみ有料化制度の具体的な内容や制度を円滑に導入、運営するための

取組などについて検討を行い、有料化制度の導入に生かします。 

 
 
（３）家庭系ごみ有料化制度の検証 

市町村合併等に伴い既存の有料化制度が変更される市町、あるいは、新たに

有料化制度を導入する市町等について、変更前後、あるいは、導入前後のごみ

排出量やごみ処理コストの変動などについて調査分析を行い、有料化制度の成

果や影響等を明らかにすることにより、より適正なごみ有料化制度の確立、制

度の導入につなげます。 

 

主体 役    割 
住民  － 
事業者  － 
市町 経済的手法の活用に関する検討の実施 
県 経済的手法に関する情報の提供 

自治会、NPO等民間団体  － 

主体 役    割 
住民  － 
事業者  － 
市町 アンケートの実施、取りまとめ、委員会等の設置・運営 
県 情報提供、技術的支援 

自治会、NPO等民間団体  － 

公正で効率的なごみ処理システムの構築 

 ごみ処 の有 化等経済的 法の  
本 ７  

 

 

 

    

 
 

  

 
 

 
 

 
    

 
    

 
 
    

     
     
     
     
 

 

    
 

      
     
     
     
     

      
     
    
    
     
    
 

 

    
     
     
     
     
     

 
 

 
 

 
 

 

   
 

  

 
 
 

 

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  
  

 
 
 

 
 

 

 

      
   

   
  

  
  





 

 

    

 
 
 
 
 
 
   

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

                             

 

      
  

  

  
  

 

 

  
 

 





















 

 

    

 
 
 
 
 
 
   

  
 

 

 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 


